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 人口減少問題への対応に当たっては、長期的な展望に立ちながら人口の現状と将

来の見通しなどを示す長期ビジョンを示し、これに基づき、短期的・中期的な政策

目標を実現するための施策を総合的に進めていくことが必要である。 

 このため、2040 年以降を見据え、北海道の人口の現状と将来の姿を示し、人口

減少をめぐる問題について道民と認識を共有するとともに、今後目指すべき将来の

方向性を提示するため、2015（平成 27）年 10月に「北海道人口ビジョン」を策定

した。 

この度、第２期北海道創生総合戦略の策定に当たり、各種統計を最新の数値に時

点修正するとともに、女性の人口移動や外国人の移動の動向等を追加し、「北海道

人口ビジョン」の改訂版を策定する。 

 

 

 

 

１ 総人口 

（１）総人口の推移 

本道では、戦後から 1950年代にかけて転入増等の効果により、全国と比較して

も高い人口増加率を保っていた。その後、1970年代の高度経済成長期と 1980年代

後半～1990年代前半のいわゆるバブル経済期を除くと、1990年代後半までは人口

増加が続いたが、1997（平成９)年に約 570万人に達して以降、減少に転じ、現在

も全国を上回るスピードで人口減少が続いている。 

 

総人口の推移（全国・北海道） 

Ⅰ はじめに 

総務省「国勢調査」「人口推計」 

Ⅱ 北海道の人口動向 

1 
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 （２）年齢３区分別人口の推移 

生産年齢人口（15～64歳）については、1980年代まで増加が続き、1990年代に

かけて一定の水準を維持していたが、1990年代後半から減少に転じている。 

年少人口（15歳未満）は、1950年代まで増加を続けた後、減少に転じ、1970年

代の第２次ベビーブームにより一時横ばいの時期があったが、1980 年代以降は減

少が続き、1990年代後半には、高齢者人口を下回った。 

高齢者人口（65 歳以上）は、戦後のベビーブーム以降の世代が高齢期を迎えて

いることに加え、平均寿命が延びたことなどから、現在まで一貫して増加を続けて

いる。 

 

年齢３区分別人口の推移（北海道） 

 

 

 

年齢３区分別人口割合の推移（全国・北海道） 

  

（％） 

 

総務省「国勢調査」 

総務省「国勢調査」 
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（３）人口構造の変化 

1920（大正９）年の人口構成は、若年者の割合が高く、年齢が上がるにつれて人

口が減る「ピラミッド型」だったが、戦後、ベビーブームを経て、「つりがね型」

になり、現在は、出生数の減少により、若年者割合の少ない「つぼ型」になってい

る。 

 

男女・年齢別人口（人口ピラミッド）の推移（北海道） 

 

 

 

  

総務省「国勢調査」 

（男） （女） 

（歳） 

（人） 

年少人口の 

減少が顕著 
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（４）総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

1970 年代の高度成長期と 80 年代後半のバブル期における一時的な社会減の拡

大を除くと、1960年から 1990年代後半までは自然増が社会減を上回り、人口増が

続いていた。 

1998（平成 10）年以降は、人口減少局面に移行し、2003（平成 15）年以降は自

然減と社会減が相まって人口減少が加速化している。 

 

総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響（北海道） 

（影がついている部分：人口減少） 

 

  

出生・死亡･･･厚生労働省「人口動態統計」 

転入・転出･･･総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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２ 自然増減 

（１）出生数・死亡数 

自然増減については、2002（平成 14）年までは死亡数が出生数を下回っていた

ため「自然増」の状態が続いていたが、2003（平成 15）年以降は、死亡数が出生数

を上回り、「自然減」に転じている。 
 

出生数・死亡数・自然増加数の推移（北海道） 

 

 

 （２）合計特殊出生率1 

本道の合計特殊出生率は全国平均より低く推移しており、2018（平成 30）年で

は、東京都に次いで全国で２番目に低い状況となっている。 

 

出生数・合計特殊出生率の推移（全国・北海道） 

 

1  合計特殊出生率：その年次の 15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮 

にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子どもの数に 

相当する。 

厚生労働省「人口動態統計」 

（人） 

厚生労働省「人口動態統計」 
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 （３）未婚率・平均初婚年齢 

本道の未婚率（15 歳以上に占める未婚者の割合）は、全国平均と比べるとやや

低く、2015（平成 27）年では男性で 29.8％、女性で 22.6％となっており、2010（平

成 22）年からほぼ横ばいとなっている。 

 

未婚率の推移（全国・北海道） 

 

 

2017（平成 29）年の全国の平均初婚年齢を見ると、2004（平成 16）年に比べ、

男性で 1.5歳、女性で 1.6歳上昇している。北海道も同様の傾向にあり、男女とも

1.8歳上昇している。 

平均初婚年齢の上昇に従って出産年齢も上昇し、結果として現在の出生数の減少

につながっていると推測される。 

 

平均初婚年齢の推移（全国・北海道） 

 

 

厚生労働省「人口動態統計」 

（歳） 
総務省「国勢調査」 

（％） 
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 （４）核家族化 

全国的に三世代が同居している世帯の割合及び平均世帯人数ともに減少傾向に

ある。 

 北海道においては、三世代同居世帯割合が 2015（平成 27）年で 3.2％と、全国

の 5.7％に比べ 2.5ポイント、平均世帯人員も全国の 2.33人に対し、2.13人と、

0.20人下回っており、全国よりも核家族化が進行している状況にある。 

 

核家族化の状況（全国・北海道） 

 

 

（５）育児休業取得率 

育児休業制度を規定している事業所の割合は、2018（平成 30）年は前年から

15.6％増加し、育児休業の取得率については、本道の女性の育児休業の取得率は

91.3％と全国を上回る状況にあるが、男性は北海道・全国ともに１割以下と低い状

況に留まっており、本道においては 3.5％となっている。 

   

育児休業制度の規定及び取得状況（全国・北海道） 

  

総務省「国勢調査」 

（％） 

道「就業環境実態調査」 

厚生労働省「雇用均等基本調査」 

（％） 

（人） 
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（６）若年者失業率 

本道における若年者失業率は改善傾向にあり、15～24 歳では全国と同じ 3.6％

となっているが、25～34歳では 4.4％と、全国の 3.4％よりも高い水準となってい

る。 

 

 若年者失業率の推移（全国・北海道） 

 

 

  

総務省「労働力調査」 H23：岩手県、宮城県、福島県除く 

H23の値は H22公表の（新）基準人口による遡及値公表による 

（％） 
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（７）出生率の高い市町村の特徴 

道内において合計特殊出生率の高い市町村について、様々な側面から分析を行っ

たところ、「第 1次産業の就業者割合が高い」「20歳代の有配偶率が高い」「３世代

同居割合が高い」といった特徴があることがうかがえる。 

 

合計特殊出生率の高い市町村(2008～2012年，道内上位 10町村) 

 

  

 

市町村名 

合計特殊

出生率

（H20～

H24） 

人口 

（人） 

産業別就業者割合(％) 
有配偶率 

（％） 

３世代 

同居

割合

(％) 

第１次

産 業 

第２次 

産 業 

第３次 

産 業 

20～ 

24歳 

25～ 

29歳 

 北海道 1.25 5,506,419 7.7 18.1 74.2 8.4 32.6 3.9 

1 えりも町 1.90 5,413 48.6 12.3 39.0 16.7 41.7 11.5 

2 別海町 1.86 15,855 40.9 13.1 46.0 15.5 44.6 12.3 

3 共和町 1.81 6,428 28.5 17.9 53.6 13.2 45.9 8.5 

4 日高町 1.80 13,615 31.5 13.6 54.9 16.3 37.2 5.0 

5 猿払村 1.75 2,825 33.4 27.6 39.0 11.2 50.0 6.1 

6 佐呂間町 1.74 5,892 32.0 23.9 44.1 16.1 50.4 8.7 

7 標茶町 1.73 8,285 33.5 12.5 54.0 22.3 42.0 8.3 

8 羅臼町 1.72 5,885 44.0 17.4 38.6 19.3 41.9 14.2 

9 大空町 1.71 7,933 40.7 11.3 48.0 16.7 44.6 12.3 

10 浦幌町 1.69 5,460 36.7 15.6 47.7 20.4 44.6 8.4 

合計特殊出生率：厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」平成 20年～24年 

人口・産業別就業者割合・有配偶率・３世代同居割合：総務省「国勢調査」平成 22年 
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３ 社会増減 

（１）転入数・転出数 

本道では、半世紀にわたり転出超過が続いており、特に、好景気の時期には、道

外への転出超過数が大きくなっている。 

 

転入数・転出数・転入超過数の推移（北海道） 

 総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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 （２）年齢階級別・地域ブロック別の人口移動 

年齢階級別の人口移動の状況をみると、60～64 歳は転入超過であるのに対し、

若年層は転出超過の傾向にある。特に、転出超過数に占める割合は 15～29歳の若

年層で高くなっており、就職や大学等への進学のため、道外に転出する者が多いこ

とが主な理由であると推測される。 

 

年齢階層別の人口移動の状況（北海道） 

 

地域別では、2016（平成 28）年以降は東北から転入超過となっているが、ほとん

どの地域に対して転出超過となっており、なかでも東京圏への転出が多くを占めて

いる。 

 

地域ブロック別の人口移動の状況（北海道） 

 

総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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  （３）男女別の人口移動 

男女別では、2013（平成 25）年以前は男性の転出超過数が女性の転出超過数を

上回る傾向にあったが、2014（平成 26）年以降は女性の転出超過数が男性の転出

超過数を上回る傾向となっている。 

 

男女別人口移動（転入－転出）の推移（北海道） 

 

 

男女別年齢階級別の人口移動を見ると、2010→2015 年では 15～19 歳→20～24

歳、20～24歳→25～29歳の男性の転出超過数が女性に比べてより多く、進学・就

職によるものと考えられる転出は男性が多いことがわかる。しかし、2005→2010 年

と比べるとその差は小さくなっている。 

 

性別・年齢階級別の人口移動（北海道） 

 

  

総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

（人） 

（人） 

総務省「国勢調査」及び厚生労働省「都道府県別生命表」に基づき推定 
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 （４）振興局別の転出入 

2018（平成 30）年における振興局間の転出入状況は、札幌市を含む石狩振興局

管内のみが転入超過で、他の全ての管内は転出超過となっており、札幌圏への人口

集中が進んでいる。 

 

振興局別の道内転出入の状況（2018年１～12月） 

 

2018（平成 30）年における道外への転出入状況を振興局別にみると、檜山を除

く全ての振興局で転出超過となっているが、石狩・渡島（総合）振興局以外の転出

超過数は、対道内の転出超過数より少ない。 

道内の転出入は、地域から札幌圏へ人が集まる一方で、札幌圏から道外へ転出す

る傾向があることがうかがえる。 

 

振興局別の道外転出入の状況（2018年１～12月） 

 北海道総合政策部「住民基本台帳人口移動報告（H30.1～12）」 

（人） 

（人） 

北海道総合政策部「住民基本台帳人口移動報告（H30.1～12）」 
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振興局別の転出入の状況 
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転入・転出数：北海道「住民基本台帳人口移動報告（H30.1～12）」 

人口：北海道「住民基本台帳人口・世帯数」平成 31年１月１日現在 

（ ）内は管内人口に対する割合 
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（５）社会増加率が高い市町村の特徴 

道内において社会増加率の高い市町村について、直近２年間分を調査すると、市

町村により、その理由は様々なものが考えられるが、以下の要因があることが推測

される。 

 

社会増加率が高い市町村（道内上位 10市町村） 

（2018（平成 30）年）                 （2017（平成 29）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会増加率が高い理由】（市町村からの聴き取りによる） 

・宅地造成・分譲による周辺地域からの転入 

・移住促進・子育て支援による子育て世帯等の転入 

・観光業・宿泊業の雇用増加による従業者の転入 

・外国人技能実習生の転入 

・その他（企業誘致による従業者の転入、学校誘致による生徒及び関係者の 

転入、農業振興施策による新規就農者の転入など）  

総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」 

※「住民基本台帳人口移動報告」とは統計の実施主体および方法が違うため、（３）の各グラフの値と若干の差   

がある。 
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４ 札幌市への人口集中 

（１）道内人口に占める札幌市の人口の割合 

札幌市への人口集中割合は、1970（昭和 45）年には約５分の１だったが、1980

（昭和 55）年に４分の１になり、2015（平成 27）年現在で３分の１以上となって

おり、札幌市への集中が加速している。 

 

札幌市への人口集中割合（1970年～2015年） 

 

 

（２）男女・道内・道外・年齢別転入超過数 

 札幌市の転出入状況は、道内からは転入超過である一方、道外に対しては転出超

過となっている。男女別・年齢別にみると、20歳代若年層は、他の年代よりも道外

に対する転出超過規模が突出して大きくなっている。 

 

男女・道内・道外・年齢別転入超過数（札幌市，2018年） 

 

  

札幌市より提供 

※住民基本台帳による。日本人のみの値である。 

（人） 

総務省「国勢調査」に基づき北海道で算出 

1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2015年

北海道 5,184,287 5,575,989 5,643,647 5,683,062 5,506,419 5,381,733

札幌市 1,010,123 1,401,757 1,671,742 1,822,368 1,913,545 1,952,356

割合 19.5% 25.1% 29.6% 32.1% 34.8% 36.3%
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（３）男女・道内・道外・移動理由別 20～29歳の転入超過数 

道内における札幌市への転入超過、道外への転出超過の要因について、男女とも

に、「就職」など職業的理由が多くなっている。 

 

男女・道内・道外・移動理由別 20～29歳の転入超過数（札幌市，2016年度） 

 

 （４）札幌市とその他地域の生産年齢人口 

2018（平成 30）年と 2003（平成 15）年を比較すると、札幌市の生産年齢人口（15

～64 歳人口）は 6.7％の減少に留まっているが、札幌市を除く地域では 23.5％と

大きく減少としている。 

生産年齢人口 

札幌市より提供 

総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」※各年の 1月 1日人口 
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 （５）札幌市の出生率 

札幌市の合計特殊出生率は全国平均より低く、全国 21大都市の中で最も低い。 

全道人口の３分の１を占める札幌市の出生率は、北海道全体の出生率に大きく作 

用している。 

 

21大都市の合計特殊出生率（2015年） 

 

  

厚生労働省「人口動態統計」 
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５ 外国人の人口動向 

本道における総人口の減少が続く中、外国人人口は５年連続で増加しており、

2019（平成 31）年では 2014（平成 26）年の 1.5倍以上となっている。 

 

外国人人口の推移（北海道） 

 

 

 

また、2018（平成 30）年に転入超過であった道内の 31市町村の内、10市町村が

外国人の影響によって、転入超過となっている。 

 

外国人の影響による転入超過市町村（2018年１～12月） 

 

  

総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」※各年の 1月 1日人口 

総務省「住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数」 
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１ 将来人口の推計 

（１）総人口 

国の研究機関（国立社会保障・人口問題研究所）の推計方法に準拠した推計によ

ると、北海道の人口は 2015（平成 27）年の約 538万人から、2040（令和 22）年に

は約 428万人、2060（令和 42）年には約 320万人にまで減少すると見込まれる。 

減少率でみると、2040（令和 22）年には、2015（平成 27）年の約５分の４に当

たる 79.5％、2060（令和 42）年には 59.4％になる。 

 

総人口推計（国による推計） 

 

 

＜推計に用いられた仮定＞ 

国立社会保障・人口問題研究所による推計 

① 合計特殊出生率は、2020（令和 2）年に約 1.32、2045（令和 27）年に約 1.31

となると仮定。 

（国の出生率の将来推計と同様に推移する） 

② 純移動2は、現在の移動傾向が今後継続すると仮定。 

 

 

 

2016 

～2020 

2021 

～2025 

2026 

～2030 

2031 

～2035 

2036 

～2040 

2041 

～2045 

2046 

～2050 

2051 

～2055 

2056 

～2060 

2061 

～2065 

▲10,550 1,039 5,830 10,631 17,549 9,426 9,512 9,363 9,106 8,564 

Ⅲ 将来人口の推計と人口減少による影響分析 

2 純移動：転入者数と転出者数の差であり、転入超過の場合はプラス、転出超過の場合はマイナスと    

なる。 
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（２）市町村別人口減少率の推計 

 国による推計を市町村別にみると、2040（令和 22）年には、全市町村の半分以上

の 102市町村で人口が現在の６割以下となり、そのうち 39市町村で５割以下にな

ると見込まれている。 

 

人口減少率（対 2015年）別の市町村数の推移 

 注）北海道は 179市町村で構成されているが、札幌市は 10区ごとに計算しており、合計は 188となっている。 

 

2015（平成 27）年の総人口を 100とした時の 

2020（令和２）、2030（令和 12）、2040（令和 22）年の市町村の総人口指数 

 

  
総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より 

北海道総合政策部において作成 
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（３）人口減少段階 

年齢３区分別の人口の増減に注目し、次の３段階に分類を行い、2015（平成 27）年か

ら 2040（令和 22）年にかけた道内市町村の人口減少の進行状況を推計する。 

道内の市町村は、比較的規模の大きい市町村を中心に２割程度が「第１段階」に

該当する。「第２段階」に該当するのは約１割弱であり、小規模な市町村を中心に、

約７割弱が「第３段階」となっている。 

このことから、今後、人口規模が小さい市町村ほど人口減少が更に進行していく

と見込まれる。 

 

「人口減少段階」別・人口規模別の市町村数の状況 

     

 

  

第１段階：「高齢者人口」増加              「年少人口」「生産年齢人口」減少 

第２段階：「高齢者人口」維持・微減（0～10%） 「年少人口」「生産年齢人口」減少 

第３段階：「高齢者人口」減少      （11%以上） 「年少人口」「生産年齢人口」減少 

注）北海道は 179市町村で構成されているが、札幌市は 10区ごとに計算しており、合計は 188となっている。 
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２ 人口減少が地域の将来に与える影響の分析・考察 

（１）経済 

① 就業 

北海道における将来の全産業就業者数は、就業率が 2015（平成 27）年時点水準から

変化しないと仮定すると、生産年齢人口の減少に加え、高齢化の進展による非就業者の

増加により、近年、女性や高齢者の就業率が高まっているものの、2040（令和 22）年時

点で 2015（平成 27）年の 70%、2060（令和 42）年時点で同 49%となる。 

就業者数の減少による人手不足や後継者不足は、第１次産業における耕作放棄地

や放置される森林の増加、漁業生産力の減少、第２次産業における工場の閉鎖等を誘

発し、地域活力の低下や、北海道の強みの一つである、農林水産物の供給力の低下を

招くことが懸念されるほか、介護、建設、運輸など、幅広い分野に影響を及ぼすことが懸

念される。 

 

全産業就業者数の将来推計 

 

 

 

 

  

就業者数の算出方法、算出条件 
2015年の就業者数＝総務省「国勢調査（2015年）」 

2020年以降の就業者数＝2020年以降の人口×就業者割合 

就業者数は、【市町村別／５歳階級別／男女別の人口】と【市町村別／５歳階級別／男女別の 

就業者割合】より算出 

就業者割合（就業者数÷人口）は、2020年以降においても 2015年と同じであると仮定 

2015年の人口：総務省「国勢調査（2015年）」 

2015年～2060年の人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018年 3月推計値）」 

（以下、社人研推計値とする）に基づき推計 

就業者割合：総務省「国勢調査（2015年）」に基づき集計 
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②  消費 

年齢別人口に一人当たり消費金額を掛けて算出する総消費金額は、2040（令和 22）

年時点で 2015（平成 27）年比 73%、2060（令和 42）年で同 51%となる。 

消費金額の減少は小売店舗の撤退を誘発することが懸念される。 

小売店舗の撤退や都市部依存の進行による身近な買物環境の悪化は、高齢者をはじ

めとする交通弱者の日常生活の利便性を大きく低下させ、結果として、地域からの人口

流出を招くことが懸念される。 

 

総消費金額の将来推計 

 

 

 

 

  

総消費金額の算出方法、算出条件 

総消費金額＝20～79歳人口×１人当たり消費金額 

総消費金額は、【市町村別／５歳階級別の人口】と【５歳階級別の１人当たり消費金額】より算出 

５歳階級別の１人当たり消費金額は、2020年以降においても 2015年と同じであると仮定 

2015年の人口：総務省「国勢調査（2015年）」 

2020年～2060年の人口：社人研推計値に基づき推計 

１人当たり消費金額：総務省「平成 26年全国消費実態調査」に基づき推計 
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（２）医療・介護 

① 医療負担 

医療費の総額は、将来人口と年齢別１人当たり医療費により算出すると、2025（令

和７）～2030（令和 12）年の 2 兆 2,300 億円をピークに減少する。こうした傾向

により、地方部における医療施設の撤退や身近な受診・受療機会の減少、通院時間

の増加等、医療環境の悪化が懸念される。 

また、医療費総額は減少するものの、高齢化に伴い、人口１人当たりの医療費は

2015（平成 27）年の 39万円に対し、2040（令和 22）年では 50万円、2060（令和

42）年時点では 55万円まで増加する見込みであり、高齢化の進行により若年層や

現役世代の負担増が懸念される。 

 

医療費総額及び人口１人当たりの金額の将来推計 

 

 

 

 

 

  医療費総額の算出方法、算出条件 

医療費＝人口×１人当たり医療費 

医療費は、【市町村別／５歳階級別の人口】と【５歳階級別の１人当たり医療費】より算出 

５歳階級別の１人当たり医療費は、2020年以降においても 2015年と同じであると仮定 

2015年の人口：総務省「国勢調査（2015年）」 

2020年～2060年の人口：社人研推計値に基づき推計 

１人当たり医療費：厚生労働省「医療費の地域差分析（平成 27年度）」 
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  ② 介護 

要支援・要介護に係る給付費の総額は、介護区分及び一人当たりの介護給付費が

2015（平成 27）年時点から変わらないと仮定すると、2040（令和 22）年の 6,704 億円を

ピークに減少することが見込まれるが、人口１人当たりの給付費は、2015（平成 27）年の

7.3万円に対し、2040（令和 22）年では 15.7万円、2060年では 19.3万円まで増加す

る。 

医療負担と同様、高齢化の進行により、若年層や現役世代の介護に要する負担が増

大することが懸念される。 

 

要支援・要介護に係る給付費の総額の将来推計 

 
 
 
 

  
要支援・要介護給付費の算出方法、算出条件 

2020年以降の要支援・要介護給付費総額 

＝2020年以降の要支援・要介護認定者数×認定者１人当たり要支援・要介護給付費 

2020年以降の要支援・要介護給付費総額は、【市町村別／支援・介護区分別の要支援・要介護認定者

数】と【支援・介護区分別の認定者１人当たり要支援・要介護給付費】より算出 

認定者１人当たり要支援・要介護給付費は、2020年以降においても 2015年と同じであると仮定 

2015年の認定者１人当たり要支援・要介護給付費 

＝2015年の要支援・要介護給付費総額÷2015年の要支援・要介護認定者数 

１人当たり要支援・要介護給付費は、【支援・介護区分別の要支援・要介護給付費】と【支援・介護区

分別の要支援・要介護認定者数】より算出 

2015年の人口：総務省「国勢調査（2015年）」 

2020年～2060年の人口：社人研推計値に基づき推計 

2015年の要支援・要介護給付費：厚生労働省「平成 27年度介護保険事業状況報告」 
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（３）税収 

税収は、将来の就業者人口と１人当たりの収入額により算出すると、生産年齢人口の

減少に加え、高齢化の進展に伴う非就業者の増加等により、総人口の減少を上回るスピ

ードで減少し、2040（令和 22）年では 2015（平成 27）年比 69%、2060（令和 42）年では同

48%となる。 

税収の減少に加え、医療費は 2030（令和 12）年まで、介護給付費は 2040（令和 22）

年まで増加が見込まれていることから、行財政を取り巻く環境が更に悪化することが懸念

される。 

 

税収額の将来推計 

 

 

 

  
税収の算出方法、算出条件 

税収＝就業者数×就業者１人当たりの収入額×税率 

税収は、【市町村別／５歳階級別の就業者数】と【市町村別／５歳階級別の就業者１人当たり収入額】

より算出 

就業者数は、総務省「国勢調査（2015年）」、社人研推計値に基づき推計 

就業者１人当たりの収入額は、総務省「平成 27年度市町村税課税状況等の調」、厚生労働省「平成 27

年賃金構造基本統計調査に基づき推計 

税率は、住民税を想定し、一律 10%と設定 

2015年の人口：総務省「国勢調査（2015年）」 

2015年～2060年の人口：社人研推計値に基づき推計 
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１ 人口分析のまとめ 

 本道は、自然減と社会減が相まって、全国よりも約 10年早く人口減少局面に入

り、2015（平成 27）年の人口は、ピーク時より約 32万人少ない 538.2万人となっ

ている。 

自然減は、高齢化の進行による死亡者数の増加と出生数の減少により 2018（平

成 30）年の１年間で約 32,000人となっている。合計特殊出生率も全国を下回って

推移しており、その理由としては、未婚化・晩婚化・晩産化のほか、全国と比較し

て核家族化が進んでいることや、若年者の失業率が高いことなどが考えられる。 

社会減は、2018（平成 30）年の１年間で約 3,700 人となっており、進学・就職

等による首都圏への転出が主な要因であると考えられる。 

近年は、女性の転出超過が男性を上回る傾向が見られる。また、地域からの札幌

市への人口集中が進行しており、札幌市の出生率の低さが北海道全体の人口減少を

加速させる要因となっている。 

一方、外国人の人口移動を見ると、転入超過となっており、道内の外国人人口は

増加している。日本人のみでは転出超過であるが、外国人を含めると転入超過とな

る市町村が 10団体ある等、外国人の影響は無視できないものとなっている。 

国の推計によると、今後、有効な対策を講じない場合、本道の人口は、2015（平

成 27）年の 538.2万人から、2040年には 428.0万人と、110.2万人（▲20.5％）

の減少となり、小規模市町村ほど減少が加速すると見込まれる。 

このことにより、就業者数の著しい減少による生産・消費の減少や、高齢者人口

割合の増加による医療費・介護費負担の増大、地域交通の利便性の大きな低下など、

道民生活の様々な場面に大きな影響を及ぼすことが懸念される。 

 

２ 目指すべき将来の方向 

道民の結婚・出産・子育ての希望に関して、国立社会保障・人口問題研究所が実

施した「第 15回出生動向基本調査結果」（2015（平成 27）年）によると、いずれは

結婚しようと考える未婚者の割合は、北海道で男性 77.8%、女性 90.5%となってお

り、全国平均の男性 83.2%、女性 87.4%に比べると、男性は低く女性は高い水準に

ある。 

また、夫婦の理想とする子ども数は、北海道で 2.17人であったが、夫婦が実際

に持つ子どもの数である完結出生児数は 1.57人となっている。 

 移住・定住の希望に関して、2018（平成 30）年の道民意識調査によると、「現在

住んでいる市町村にこれからも住み続けたいと思うか」との問いに対し、「できれ

ば今と同じ市町村に住んでいたい」との回答の割合が 75.8％と、全体の４分の３

以上にのぼっている。 

2014（平成 26）年に国が実施した「東京在住者の今後の移住に関する基本調査」

によると、東京在住者のうち、今後移住する、または移住を検討したいと回答した

Ⅳ 人口の将来展望 



30 

 

人は 40.7％と全体の４割、うち関東圏以外の出身者では 49.7％と全体の５割にの

ぼる。 

こうした希望を現実のものとするため、自然減及び社会減の両面から人口減少の

進行を緩和する取組とともに、人口減少社会の中で道民の暮らしの安心を確保する

ための取組をより一層進め、「幅広い世が集い、つながり、心豊かに暮らせる包容

力のある北海道」の実現を目指す。 

 

３ 人口の将来展望 

「目指すべき将来の方向」の実現に向け、今後、道民をはじめ、幅広い分野の方々

と連携し、人口減少対策を進めていくために必要な人口の将来展望を示す。 

国による推計を基に試算すると、総人口は 2015 年の 538.2 万人から 2040 年に

は 428.0万人となり、110.2万人減（▲20.5％）となるが、合計特殊出生率が、国

の長期ビジョンと同様、2030 年までに 1.8、2040 年までに 2.07（人口置換水準3）

まで上昇し、純移動数が現在の約▲4,000 人から 2023 年で 0 になると仮定した場

合は、2040年には約 458万人となる。 

 さらに、札幌市の合計特殊出生率が全道平均より低いことを考慮し、札幌市の合

計特殊出生率を 2030年に 1.65、2040年に 1.8、2050年に 2.07と、約 10年ずつ遅

れて上昇すると仮定した場合は、2040年の総人口は約 456万人となる。 

こうした２つの仮定を踏まえ、今後、札幌市における少子化対策の充実強化はも

とより、北海道全体として、自然減、社会減対策を効果的かつ一体的に行うことに

より、本道の人口は 2040（令和 22）年に約 460～450万人を維持することが可能と

なる。 

なお、これらの仮定に基づき推計した高齢者の人口割合は、国の推計が 2040年

を超えても上昇していくのに比べ、人口構造の高齢化抑制の効果が 2045年頃に現

れ始め、その後、低下する。 

 

  

 

3 人口置換水準：人口が静止する合計特殊出生率の水準のことであり、若年期の死亡率が低下している日本

においては、夫婦２人から概ね２人の子どもが生まれれば人口が静止することになる。現

在の日本の場合、2.07となっている。 
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人口の将来見通し（総人口） 

 

 

 

（万人） 

＜仮定１：2040年の人口約 458万人＞ 

①  自然動態 

合計特殊出生率は、国の長期ビジョンと同様、2030（令和 12）年に 1.8、 

2040（令和 22）年に 2.07の人口置換水準まで上昇する。 

②  社会動態 

道外への転出超過数は、現在、約▲4,000 人となっており 2019（令和元） 

年以降、マイナス幅が縮小し、社人研推計と同様に、2023（令和 5）年で社  

会増減数が均衡し、転出超過がゼロとなる。 

＜仮定２：2040年の人口約 456万人＞ 

①  自然動態 

合計特殊出生率は、札幌市に関しては、2030（令和 12）年に 1.65、2040 

（令和 22）年に 1.8、2050（令和 32）年に 2.07まで上昇する。 

札幌市以外は仮定１と同様に、2030（令和 12）年に 1.8、2040（令和 22）   

年に 2.07まで上昇する。 

②  社会動態 

社会増減に関しては、仮定１と同様に推移する。 
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高齢者人口割合の将来見通し 
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